
　秘書政策課に来てくれたのは、鶴城中学校2年
生の横山さんと中牟田さんです。
　受け入れた日は、走潟小学校の地域学校共同活
動の一環である「マルメロ」のジャム作りの取材
が予定されていました。
　そこで2人にも取材に同行してもらうことにし
ました。

　取材を行う前にカメラの使い方のレクチャー
を受けました。初めて触る一眼レフカメラに悪
戦苦闘しながらも、2人とも上手に写真を撮るこ
とができるようになっ
たので、いざ本番の取
材へ！
　走潟小学校では、児
童たちが地元走潟マル
メロ会（村田一信会長）
の熱心な指導のもと、

着々とジャム完成まで
の作業を進めていまし
た。果実をこま切れに
したり、砂糖と混ぜ、焦
がさないように煮詰め
たりとそれぞれの工程

を進めます。
　そんな中、中学生の2人は、児童の様子を撮影
したり、メモを取ったり、慣れないながらもしっ
かりとこなしていきます。
　その後、ジャムが完成し、児童への感想を聞き
取り、広報担当者になりきっていました。
　ジャムを作り終えた齊藤士恩さん（走潟小4年）
は、「マルメロを半分に切るのが、かたくて難しかっ
た。」と話されました。
　一日広報担当者の2人も
最後に、完成したジャムを
試食させてもらいました。

不安に思うことやトラブルが生じた場合は、早めに宇土市消費生活センターへご相談ください。

問市消費生活センター ☎(23)3251
　消費者ホットライン ☎188

ネットで腕時計を購入し、前払いで個人名義の口座に
約2万円振り込んだ。その後「商品が欠品になった。返
金するので担当者と無料通話アプリでやり取りする
ように」とメールが来た。無料通話アプリで連絡する
とすぐに「〇〇ペイで返金する」と言われ、指示され
た通りに数字などの入力を繰り返した。気づいたとき
には、約10万円送金させられていた。販売業者にメー
ルをするが連絡もなく、無料通話アプリもすでにブロッ
クされていた。どうしたらよいか。(60歳代)

事例1

★ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため〇〇ペイ
などのコード決済アプリで返金する」と言われ、返金手続きをしているうち
に「返金」してもらうはずが「送金」していたという相談が寄せられています。
★販売業者から「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。
相手の指示に従ってはいけません。
★販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が
通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・
返金ルールが記載されていないなどのサイトは詐欺サイトの恐れがあります。
利用前によく確認しましょう。

困ったときは、早めに宇土市消費生活センターへご相談ください（消費者ホッ
トライン188）。

ひとこと助言

「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って
消費者トラブル注意報

鶴城中学校職場体験を市役所で受け入れました

　鶴城中学校から8人の生徒を受け入れ、2日間にわた
り市役所で職場体験を行いました。その中で25日㈮に
広報紙作成の部署である秘書政策課で2人受け入れま
したのでその様子を少しご紹介します。

秘書政策課で2人を受け入れ

走潟小学校での取材活動

私たちが
取材に行きました
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